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2025年に開催される大阪・関西万博はSDGsを2030年までに達成するためのプラットフォームです。
大阪市では、24区の区役所それぞれが2025年大阪・関西万博の機運を地元から盛りあげるための取組「24区万博」を展開。
中央区では、「ゆめちゅうおうEXPO」と銘打って、地域・商店会・企業等の皆さんとともに、万博開催を盛りあげていきます！

以下は広告スペースです。

手続き

まちづくり・にぎわい

６月22日の日曜開庁時はマイナン
バーカード（個人番号カード）に関す
るお手続きができません。

　６月22日（日）は、マイナンバーカード（個人番
号カード）を管理する全国統一システムがメンテ
ナンスのため停止します。
　つきましては、マイナンバーカードの交付や電
子証明書の更新手続き、暗証番号の初期化（再設
定）、マイナンバーカードを使った特例転入や、
転入・転居等に伴うデータの書き換えなど、マイ
ナンバーカード管理システムを使用する全ての手
続きができません。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろし
くお願いいたします。
 問合せ 　窓口サービス課（住民登録・戸籍） 

１階８番　☎ 06-6267-9963

中央区民踊講習会を開催します。
　どなたでもご参加いただけます。
　みなさまお誘いあわせのうえご参加ください。
 と　き 　６月27日（金）17：00～20：00
 ところ 　J：COM中央区民センターホール 

（久太郎町１-２-27）
 申込み 　不要（当日、直接会場へお越しください）
 主　催 　中央区地域女性団体協議会 

区内地域活動協議会
 問合せ 　市民協働課（市民活動支援・教育）５階53番 

☎ 06-6267-9743 
 FAX  06-6264-8283

セレッソ大阪　中央区応援デー
 と　き 　6月21日（土）18：30キックオフ
 対　戦 　東京ヴェルディ
 ところ 　ヨドコウ桜スタジアム 

（東住吉区長居公園１-1）
 対　象 　区内在住・在学の小中学生（無料招待） 

※小中学生のみの購入は不可。在住・ 
 在勤・在学の方は優待価格でご招待 
※優待チケットはなくなり次第終了。

 申込み 　6月18日(水)までに
 席　種 　①ホームバック北B指定席 

②バリュープライスシートB指定席 
③ミックスバック自由席

 料　金 　①2,000円②1,500円③1,500円

令和７年度　市民税・府民税・森林
環境税納税通知書を６月上旬に送付
します

　第１期分の納期限は６月30日（月）です。なお、
３月18日（火）以降に所得税の確定申告または、
市民税・府民税の申告をされた場合は、納税通知
書の送付や課税（所得）証明書の発行が遅れること
があります。
　予測しない失業や大幅な所得減少（前年の６割
以下）が見込まれる方などで、前年の所得金額が
一定額以下であるなどの要件に該当し、納付が困
難である場合は、期限までの申請に
より減額・免除されることがありま
す。詳しくは、市HPをご確認ください。
 問合せ 　なんば市税事務所　個人市民税担当 

☎ 06-4397-2953

児童手当の現況届について
　現況届の提出が必要となる受給者に現況届を送
付しています。また、18歳到達後の最初の４月
１日から22歳年度末までの子を多子加算認定し
ている受給者のうち、現況届の提出が必要な受給
者にも送付しています。
　6月30日（月）までに区役所４階保健福祉課（子
育て支援・保育）へご提出ください。提出がない
場合は令和７年６月・７月分（８月払）の児童手当
が受給できなくなります。提出がないまま2年経
過すると時効となり受給権がなくなりますのでご
注意ください。
 問合せ 　保健福祉課（子育て支援・保育) 

４階46番 
☎ 06-6267-9955 
 FAX  06-6264-8285

後期高齢者医療保険料決定通知書に
点字文書を同封します

　視覚障がいのある被保険者の方（希望者）に、後
期高齢者医療保険料決定通知書に記載の保険料年
額や月額等の主な内容を点字文書にして同封しま
す。ご希望の方は、電話または窓口でお申し込み
ください。
　毎年のお申し込みは不要ですが、転居等により
居住区の変更があった場合は、再度お申し込みが
必要です。
 問合せ 　窓口サービス課（保険）1階4番 

☎ 06-6267-9956 
 FAX  06-6264-8284

令和7年度国民健康保険料の決定通知書を6月中旬に送付します

介護保険利用者負担限度額認定証の
更新について

　介護保険を利用して、介護保険施設へ入所や短
期入所をする場合に、食費・居住費が負担軽減さ
れる認定証の有効期限は７月31日（木）です。更
新希望の方は６月30日（月）までに申請してくだ
さい（申請には添付資料が必要）。また、郵送等で
も申請していただけます。

 問合せ 　保健福祉課（介護保険）４階41番 
☎ 06-6267-9859 
 FAX  06-6264-8285

詳しくは、市 HP をご確認ください▶︎

●保険料の決定
　令和7年度（令和7年4月から令和8年3月）国民健康保険料の決定通知書を6月中旬に送付します。6月中に
届かない場合はご連絡ください。
　前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのにお困
りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
　令和7年度の国民健康保険料は、次の表により計算した金額が年間保険料となります。

●保険料の納付
　国民健康保険料のご納付は、便利で確実な口座振替をご利用ください。

令和７年度国民健康保険料（年額）

医療分保険料 後期高齢者
支援金分保険料

介護分保険料
※1

平等割保険料
（世帯あたり） 33,574円 10,761円

均等割保険料
（被保険者あ
たり）

被保険者数
×34,424円

被保険者数
×11,034円

介護保険第２
号被保険者数
×18,784円

所得割保険料
※2

算定基礎所得
金額※3
×9.30%

算定基礎所得金
額※3
×3.02%

算定基礎所得
金額※3
×2.56%

最高限度額 65万円 24万円 17万円

※1  介護分保険料は、被保険者の中に40歳～64 
歳の方（介護保険第２号被保険者）がいる世帯 
にのみかかります。

  介護分保険料の平等割保険料はかかりませ
ん。

※2  世帯の所得割保険料は、被保険者（介護分保
険料の所得割は介護保険第２号被保険者）ご
とに計算した所得割の合計額となります。

※3  算 定 基 礎 所 得 は、 前 年 中 総 所 得 金 額 等 
-43万円となります。

　なお、被保険者間の負担の公平性の観点から、「府内統一保険料率」としており、大阪府内の市町村にお住
まいで「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となっています。

 問合せ 　保険料の決定について 
窓口サービス課（保険）１階４番 
☎ 06-6267-9956　 FAX  06-6264-8284

保険料の減免について
窓口サービス課（管理）１階３番
☎ 06-6267-9946　 FAX  06-6264-8284
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